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今週のことば

デジタル認証アプリ

デジタル庁はマイナンバーカードを使っ

て本人確認・認証を行うアプリの提供を開

始。事業者はアプリと連携するＡＰＩを利

用することで本機能を組込むことが可能｡

 ◆ 今週のこよみ ◆　ご自分の予定を確認して下さい

 ７／１５(月) 先負　海の日、ぼん

 　　１６(火) 仏滅　米大リーグオールスター（日本時間１７日）

 　　１７(水) 大安

 　　１８(木) 赤口　ゴルフ全英オープン

 　　１９(金) 先勝

 　　２０(土) 友引　中小企業の日

 　　２１(日) 先負

 先週の株と為替

　　　　日経平均株価　  円(対米ﾄﾞﾙ)

 7/ 8(月) 40,781 ▼131   160.90 ▼0.14

    9(火) 41,580 △799   160.91 ▼0.01

   10(水) 41,832 △252   161.49 ▼0.58

   11(木) 42,224 △392   161.62 ▼0.13

   12(金) 41,191▼1033   159.21 △2.41

閉会した通常国会で成立した主な法律

　先月に閉会した第２１３回通常国会において、４月

以降に成立した主な法改正は次のとおりです。

◎雇用保険法等の改正……雇用保険の被保険者要件

である週所定労働時間を「１０時間以上」（現行２０

時間以上）に引下げて適用対象を拡大するほか、教

育訓練やリ・スキリング支援の拡充など。

◎産業競争力強化法等の改正……従業員２千人以下

の会社等（中小企業者を除く）を「中堅企業者」と

定義し、賃金水準が高く国内投資に積極的な中堅企

業者の事業再編に優遇税制や金融支援を講じるなど。

◎育児・介護休業法等の改正……残業免除の対象を

小学校就学前の子（現行３歳）を養育する労働者に

拡大するほか、子の看護休暇を行事参加等の場合も

取得可能とするなど。

◎入管法及び技能実習法の改正……外国人技能実習

制度を廃止し、新たに人材育成と人材確保を目的と

した「育成就労制度」の創設や、不法就労助長罪の

罰則の引上げなど。

◎子ども・子育て支援法等の改正……児童手当の拡

充（所得制限の撤廃、支給期間の延長など）や妊婦

のための支援給付、こども誰でも通園制度などの措

置を講じるとともに、財源として医療保険の被保険

者が負担する「子ども・子育て支援金」を創設する。

◎民法等の改正……離婚後の子どもの親権を父母の

双方に認める「共同親権」を導入し協議により選択

可能にするほか、養育費の取決めがない場合にも一

定額を請求できる「法定養育費制度」の導入など。

◎道路交通法の改正……自転車等の運転者（１６歳以

上）による一定の違反行為を交通反則通告制度（青

切符）の対象とするなど。

■この記事の詳細は､情報ＢＯＸ２０１５２７

「簡易な扶養控除等申告書」の提出について

　源泉徴収手続の簡素化を図るため、令和７年分

から従業員の方が前年に提出した扶養控除等申告

書の記載内容に異動がない場合は、本人の氏名や

住所等を記載の上、余白に異動がない旨を記載す

る等した「簡易な申告書」を提出できるようにな

り、給与等の支払者は前年の最後に提出を受けた

扶養控除等申告書の内容で源泉徴収事務を行うこ

ととなります。

　この簡易な申告書は扶養控除等申告書に記載す

べき事項の全てに異動がない場合に提出できます

が、控除対象扶養親族等の所得見積額に変動があ

る場合でも、控除対象扶養親族等に該当するまま

であれば異動がないものとして取扱われます。

国税に関する処分の不服申立制度

　国税に関する処分の取消しや変更を求める不服

申立制度には、処分庁に対する「再調査の請求」や

国税不服審判所長に対する「審査請求」がありま

す（なお不服がある場合は裁判所に訴訟を提起）。

　国税庁によると、令和５年度に処理された「再

調査の請求」は２２７８件で、うち納税者の請求が一

部でも認められた件数は１４９件（一部１４０件・全

部９件、割合６.５％）です。また、「審査請求」

では２８７３件のうち認容が２７９件（一部１３９件・

全部１４０件、割合９.７％）となっています。

　　　情報ＢＯＸ番号が付いている記事の詳細情報は下記

　　　 の手順で取り出すことができます。【無料】

　　　 ①03-3940-6000へＴＥＬ(プッシュ回線)。

　　　 ②記事下のＢＯＸ番号を入力し＃。

　　　 ③取り出し先のＦＡＸ番号を入力し＃。

　　　 ※アナウンスのガイドに添って入力して下さい。
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発行日２０２４年 ７月１６日(火)



情報ＢＯＸコード２０１５２７                     ２０２４． ７．１６ 

第 213 回通常国会において 4 月以降に成立した主な改正法の概要 

◆雇用保険法等の改正（一部を除き、令和 7 年 4 月 1 日から施行） 

・雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20 時間以上」から「10 時間以上」に

変更し、適用対象を拡大する（令和 10 年 10 月１日施行）。 

・自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受け

た場合、給付制限をせずに雇用保険の基本手当を受給できるようにする。 

・教育訓練給付金について、訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、雇用保険から支

給される給付率を受講費用の最大 70％から 80％に引き上げる（令和 6 年 10 月 1 日施行）。 

◆産業競争力強化法等の改正（一部を除き、公布日から 3 ヵ月以内の政令で定める日から施行） 

・国際競争に対応して内外の市場を獲得すること等が特に求められる商品（電気自動車、グリーン

スチール、半導体等）を生産・販売する計画を主務大臣が認定した場合、戦略分野国内生産促進税

制制（物資毎の生産・販売量に応じた税額控除）及び大規模・長期の金融支援を措置する。 

・一定の知的財産を用いていることを確認できた場合、イノベーションボックス税制（対象知財の

ライセンス所得及び譲渡所得に対する 30％所得控除）を措置する。 

・常用従業員数 2,000 人以下の会社等（中小企業者除く）を「中堅企業者」、特に賃金水準が高

く国内投資に積極的な中堅企業者を「特定中堅企業者」と定義し、特定中堅企業者等による成長を

伴う事業再編の計画を主務大臣が認定した場合、中堅・中小グループ化税制（複数回の M&A を行

う場合の税制優遇）、大規模・長期の金融支援等の措置を講じる。 

◆入管法及び技能実習法の改正（一部を除き、公布日から 3 年以内の政令で定める日から施行） 

・技能実習の在留資格に代わるものとして、育成就労産業分野（特定産業分野のうちその分野に属

する技能を我が国において就労を通じて修得させることが相当な分野）において就労することを内

容とする育成就労の在留資格を創設する。 

・外国人に不法就労活動をさせる等の不法就労助長罪の罰則を引上げる。 

・永住許可の要件を一層明確化し、その基準を満たさなくなった場合等の取消事由を追加。 

・技能実習法（外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律）を育成就労法

（外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律）に改める。 

・育成就労計画の認定及び監理支援を行おうとする者の許可制度並びにこれらに関する事務を行う

外国人育成就労機構を設ける。 

◆育児・介護休業法等の改正（一部を除き、令和 7 年 4 月 1 日から施行） 

・事業主は、3 歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に始業時刻変更等の 2 以上の措置を労

働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける（公布日から 1 年 6 ヵ月以内に施行）。 

・残業免除の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子を養育する労働者に拡大する。 

・子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校 3 年生まで

拡大するとともに、勤続 6 月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。 

◆子ども・子育て支援法等の改正（一部を除き、令和 6 年 10 月 1 日から施行） 

・児童手当について、支給期間を高校生年代まで延長、所得制限の撤廃、第三子以降の児童に係る

支給額の増額等を行う。 

・妊娠期の負担軽減のため、妊婦のための支援給付を創設する（令和 7 年 4 月 1 日施行）。 

・保育所等に通っていない満３歳未満の子どもの通園のための給付（こども誰でも通園制度）を創

設する（令和 8 年 4 月 1 日施行）。 

・両親共に育児休業を取得した場合に支給する「出生後休業支援給付」及び育児期に時短勤務を行

った場合に支給する「育児時短就業給付」を創設する（令和 7 年 4 月 1 日施行）。 

・児童手当等に必要な費用等に充てるため、医療保険の被保険者等から徴収する「子ども・子育て

支援金制度」を創設する（令和 8 年度から段階的に導入）。 

◆民法等の改正（公布日から 2 年以内の政令で定める日から施行） 

・父母が離婚した場合に協議によりその双方又は一方を親権者に指定できるようにする。 

・子の監護に要する費用の支払を確保するため、養育費債権に優先権（先取特権）の付与や、費用

の分担について取決めがない場合でも最低限度の費用を請求できる「法定養育費制度」を導入する。 

◆道路交通法の改正（一部を除き、公布日から 2 年以内の政令で定める日から施行） 

・自転車の運転中の携帯電話使用等及び酒気帯び運転を禁止し、罰則規定を整備する（公布日から

6 ヵ月以内に施行）。 

・自転車等の運転者（16 歳以上）がした一定の違反を交通反則通告制度（青切符）の対象とする。 


